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議案第１１６号参考資料

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案新旧対

照表

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第６５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

（略） （略）

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) 障害者関係情報 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）によ

る身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者に関する情報をいう。

(1) ～(4) （略） (2) ～(5) （略）

(5) 地方税関係情報 地方税法 その他の地方 (6) 地方税関係情報 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方

税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基 税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基

礎となる事項に関する情報をいう。 礎となる事項に関する情報をいう。

(6) 中国残留邦人等支援給付関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促 (7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す 進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律 による支援給付 の支給 る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付又は配偶者支援金の支給

に関する情報をいう。 に関する情報をいう。

(7) （略） (8) （略）

(8) 障害者関係情報 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及

び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保健

福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報をいう。

(9) （略） (9) （略）
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(10) 国民健康保険給付関係情報 国民健康保険法 (10) 国民健康保険給付関係情報 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

による保険給付の支給に関する情報をいう。 ２号）による保険給付の支給に関する情報をいう。

(11) （略） (11) （略）

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

情報照会 情報提供 情報照会 情報提供
事 務 特 定 個 人 情 報 事 務 特 定 個 人 情 報

機関 機関 機関 機関

１ 市長 生活保護関係事務であっ （略） １ 市長 生活保護関係事務 （略）
て規則で定めるもの

２ 市長 準生活保護関係事務であ （略） ２ 市長 生活保護関係事務に準ず （略）
って規則で定めるもの る事務であって生活に困

窮する日本の国籍を有し
ない者に対するもの

３ 教育 就学援助に関する事務で （略） ３ 教育 就学援助に関する事務で （略）
委員会 あって規則で定めるもの 委員会 あって規則で定めるもの

市長 生活保護関係情報又は 市長 生活保護関係情報等
準生活保護関係情報で で
あって規則で定めるも あって規則で定めるも
の の

４ 教育 学校保健安全法による医 市長 準生活保護関係情報で
委員会 療に要する費用について あって規則で定めるも

の援助に関する事務であ の
って規則で定めるもの
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議案第１１７号参考資料

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第１３条 世帯主が法第９条第１項若しくは第５項の規定による届出をせず、又は 第１３条 世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若し

虚偽の届出をした場合 くは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者

においては、その者に対し、１００， 証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、１００，

０００円以下の過料に処する。 ０００円以下の過料に処する。

-3-



議案第１１８号参考資料

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成７年条例第１４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第３５条、第３６条関係） 別表第１（第３５条、第３６条関係）

１ 廃棄物処理手数料 １ 廃棄物処理手数料

収集及び
処分に関する

収集及び
処分に関する

種別 取 扱 区 分 単 位 運搬に関
手数料

備 考 種別 取 扱 区 分 単 位 運搬に関
手数料

備 考

する手数料 する手数料

（略） （略）

その 家庭 特定処理 スキー板、ス １個につき ３１０円 ３１０円 スキー板は２枚ま その 家庭 特定処理 スキー板、ス １個につき ３１０円 ３１０円 スキー板は２枚ま

他の 系廃 廃棄物（ ノーボード、 でを１個とする。 他の 系廃 廃棄物（ ノーボード、 でを１個とする。

廃棄 棄物 市の処理 サーフボード､ 廃棄 棄物 市の処理 サーフボード､

物 施設では ウィンドサー 物 施設では ウィンドサー

処理を行 フィンボード 処理を行 フィンボード

わない一 わない一

般廃棄物 アコーディオ １個につき ３１０円 １，２４０円 般廃棄物 アコーディオ １個につき ３１０円 ９３０円

のうち右 ンカーテン のうち右 ンカーテン

欄に掲げ 欄に掲げ

るものを 折り畳み式ベ １個につき ３１０円 ２，１７０円 るものを スプリングマ １個につき ３１０円 １，５５０円

いう。以 ッド いう。以 ットレス、折

下同じ。 下同じ。 り畳み式ベッ

） スプリングマ １個につき ３１０円 ３，４１０円 ） ド、電動式ベ

ットレス ッド

電動式ベッド １個につき ３１０円 ７，４４０円 （略）

（略）

（略） （略）

２ （略） ２ （略）
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議案第１１９号参考資料

川口市立小中学校在り方審議会条例案新旧対照表

○ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第９号）（附則第２項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額

（略） （略）

学校運営協議会 （略） 学校運営協議会 （略）

小中学校在り方審議会 会 長 日額 ７，８００円 （略）

委 員 日額 ７，２００円

（略）
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